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午前１０時３０分 開会 

 

○山谷座長 ただいまから第４６回防衛省政策評価に関する有識者会議を開催します。皆様、

本日は御多用のところ御出席いただき、ありがとうございます。本日の会議は、事前の御案

内のとおりオンライン会議となりますが、どうぞよろしくお願いします。 

議事に入る前に、事務局より御挨拶があります。よろしくお願いします。 

○山口企画評価課長 大臣官房企画評価課長の山口です。本日はよろしくお願いします。 

これより、中嶋官房長より御挨拶を申し上げます。 

○中嶋大臣官房長 大臣官房長の中嶋です。先般の人事異動により、７月１４日付で本職に着

任しました。今後ともよろしくお願いします。本日はオンラインでお目にかかっていますが、

折りを見て、改めて皆様に御挨拶したいと思っていますので、その際は御意見等伺いたいと

思います。 

本日はお忙しい中、こうして皆様方に御出席を賜っていること、誠に感謝申し上げます。本

日の会議において、研究開発及び租税特別措置に係る事前評価、並びに目標管理型の政策評

価として令和４年度のモニタリングについて御審議いただきたいと思います。政策評価は、

効果的かつ効率的な行政を推進するとともに、国民への説明責任を果たすという観点から実

施を求められているものです。防衛省といたしましても、政策評価の結果を適切に政策に反

映させる考えです。 

また、政策評価を客観的かつ充実したものとするためには、委員の皆様から率直な御意見を

いただくことが非常に重要です。幅広く、そして忌憚のない御意見を賜ることをお願い申し

上げます。本日はよろしくお願いします。 

○山口企画評価課長 続いて、中西審議官より御挨拶を申し上げます。 

○中西サイバーセキュリティ・情報化審議官 私も、官房長と同じく７月１４日付で本職に着

任いたしました中西です。よろしくお願いします。 

本日はお忙しい中、委員の皆様には御出席を賜り、ありがとうございます。幅広い知見を基

に、忌憚のない御意見を伺えればと考えていますので、よろしくお願いします。 

○山口企画評価課長 それでは、審議に入りますが、官房長は所用のためここで退席します。 

それでは、座長、よろしくお願い申し上げます。 

○山谷座長 それでは、審議に入ります。 

まずは、事務局から御説明お願いします。 
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○東山評価班長代理 それでは、事務局の東山から御説明します。 

資料の議事次第を御覧ください。 

本日、議題は３つあります。１つ目が「令和５年度政策評価（事前評価）について」、２つ

目が「目標管理型の政策評価（モニタリング）について」、３つ目が「その他」として、以

前、政策評価を行った装輪装甲車について御説明します。 

なお、オンライン会議をスムーズに進行させる観点から、委員の皆様から事前に御質問、御

意見を頂戴し、それに対する回答につきましては会議資料として配付しています。それをも

って回答という形を取らせていただきますので、御了承のほどよろしくお願いします。 

また、これより担当者から評価対象事業の概要について御説明しますので、追加の御質問や

御意見等ありましたら、適宜御発言いただきますよう、よろしくお願いします。 

なお、御発言に当たっては、お名前を名乗っていただき、座長からの指名を待って御発言い

ただきますようお願いします。 

また、本日説明します評価書について、委員の皆様からいただいた御意見等については、有

識者の御意見として評価書に記載することとします。なお、会議は１２時までを予定してい

ます。 

それでは、議題１の「令和５年度政策評価書（事前評価）について」の説明に入ります。 

令和５年度政策評価の事前評価については、研究開発事業として１８件（※）、租税特別措

置等として３件が評価対象となっています。 

まずは、研究開発事業のうち、「戦闘支援型多目的ＵＳＶの研究」、「電子作戦機の開発」

の２件について担当課より、その他の１６件については防衛装備庁監察監査・評価官付にお

いて取りまとめて御説明します。 

それでは、資料１の１ページを御覧ください。 

「戦闘支援型多目的ＵＳＶの研究」について、防衛装備庁技術戦略部技術計画官から説明を

お願いします。 

○萩原技術計画官 それでは、「戦闘支援型多目的ＵＳＶの研究」について説明いたします。 

まず、本研究の概要ですが、有人艦艇の任務を補完するために、平時においては警戒監視や

情報収集能力を強化し、有事においては敵脅威下での対処行動を可能とするための多用途な

任務に対応できる無人の水上航走体、ＵＳＶの基盤技術を獲得するというものです。 

資料にイメージ図が記載されていますが、中央に我ＵＳＶと記載されているのが、我々が実

現を目指しているＵＳＶになります。このＵＳＶは、自律的あるいは地上局からの遠隔操作
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によって航行することが可能な機能を有しており、平時においては、警戒監視中に得られた

情報を地上局あるいは我の有人艦に対して伝達することを目指しています。また、有事にお

いては、彼の艦艇に対して必要な対処行動の実現を目指して研究するものです。 

総事業費については、これはものづくりに係る経費として２４３億円を予定しています。実

施期間については、令和６年度から令和９年度の間にものづくりを実施することとし、これ

と併せて、令和８年度から１２年度までの間に所内試験、つまり試験評価を行うことで、そ

の成果を検証することを考えています。なお、試験評価に係る経費は別途計上することとし

ています。 

次に、政策評価の観点及び分析についてですが、必要性については先ほど説明したとおりで

す。 

効率性については、無人水中航走体の研究といった類似の事業の成果を活用することによっ

て効率化を図ることとしています。また、山口県の岩国市にある岩国海洋環境試験評価サテ

ライト、これは無人航走体を試験評価することができる試験設備ですが、ここのシミュレー

ション装置も活用しながら、検討や検証を行うことによって効率化を図ることとしています。 

有効性については、この研究によって得られた技術を将来のＵＳＶに適用することにより、

平時においては警戒監視や情報収集、有事においては必要な対処を実現することに加え、敵

脅威下での各種戦術についても対応できることになると考えています。 

費用及び効果については、既存の設備やオープンアーキテクチャーの活用、それからファミ

リー化や共通化を図ることにより経費の抑制を図っています。このようなＵＳＶが実現でき

れば、有人艦艇の任務を補完するとの観点で効果は高いと考えているところです。 

最後に、政策等への反映の方向性については、令和６年度に概算要求を実施したいと考えて

いるところです。説明は以上です。 

○山谷座長 ありがとうございます。それでは、ただいまの御説明について御意見あるいはコ

メントがありましたら、お願いします。 

南島委員、お願いします。 

○南島委員 御説明ありがとうございます。今、御説明いただいた政策評価の観点及び分析の

ところでお伺いしたいと思いますが、本研究課題について有意義であるというふうに書かれ

ている部分は、特にＵＳＶの基盤技術の獲得という箇所と、もう１か所、費用対効果のとこ

ろにこれまでにない有人艦艇の任務補完が可能であり、効果が高いと書かれている部分かと

思います。通常は有効性のところに書くことかなと思わないでもないですが、後者の有人艦
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艇の任務補完が可能であり、効果が高いとされている部分、この点もし補足説明が可能でし

たらお願いします。 

○萩原技術計画官 この部分の記載につきましては、現在、海上自衛隊が運用している汎用護

衛艦であれば大体２００人弱ぐらい隊員が乗艦していますが、無人化された艦艇により任務

を遂行することになれば、そういった隊員が乗艦する必要がなくなるため、隊員のために必

要な装置や機能というものが不要となりますので、そのような観点から費用対効果が高いと

記載をしています。 

○南島委員 なるほど、分かりました。要は、人を乗せないでいい部分だけ費用対効果が高く

なるということを御主張になりたくてこういうふうに書かれていたということですね。そう

したら費用対効果のところで書かれるということでよろしいかと思います。ありがとうござ

います。 

○山谷座長 続いて、佐藤丙午委員お願いします。 

○佐藤（丙）委員 この件については何点か質問しましたが、質問への回答に対する再質問も

含めてお伺いしたいことがあります。 

佐藤（達）委員から母艦搭載があったかどうかという話がありまして、母艦搭載は想定して

いないという話を伺っています。また、私が質問した敵脅威下における対処行動というのは

どういう意味かということになると、沿岸に接近しての拠点や部隊攻撃能力を指すものでは

ないというふうになっています。そうなると、作戦海域をどこに想定しているのかというの

が若干見えにくいと思いますし、相手の水上艦及び潜水艦に対処するような戦闘海域におけ

る運用を考えたときに、こういう形、要は衛星でコントロールし航続距離もどれくらいか分

からないような状況では、若干不安があります。そこについて、追加説明いただければあり

がたいと思います。 

特に、衛星からこのＵＳＶをコントロールするということになると、当然のことながら相手

からの妨害等にも遭いますので、そういうプロテクションの機能がないままＵＳＶの機能だ

けを開発というのは、若干戦略として、兵器のシステムとしての一体性を欠くような気がす

るのですが、そこについての説明をお願いできればと思います。 

○萩原技術計画官 御指摘のうち、まず、通信機能について先に説明したいと思います。敵の

脅威下でこのようなＵＳＶを運用する際には、当然、通信機能に対して妨害をかけてくるこ

とが考えられます。この研究の中では、研究の対象としていませんが、最終的にこのＵＳＶ

が装備化される際には、その時点で最新の妨害対処機能を付与することになると考えていま
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す。 

２点目について、敵脅威下での対処行動に関することですが、海上自衛隊もこのようなＵＳ

Ｖというものを装備をしていませんので、我々としては、この事業を通じて、部隊サイドと

意見交換しながら、どのように運用していくと効果的なのかということも併せて検討してい

くことが重要であると思っています。従いまして、今回、御質問に対する回答でこのように

書いてはいますが、詳細については、この事業を通じて部隊サイドとの意見交換で決まって

いくものと考えています。 

○佐藤（丙）委員 ありがとうございます。１点だけ感想を言うと、これは自律型の桜花を作

りたい、そういうイメージでよろしいでしょうか。 

○萩原技術計画官 御指摘のようなイメージを持っているわけではありません。このＵＳＶは、

自律航行だけではなく人間が離れたところから操作しつつ、潜ることによってステルス性と

残存性を確保したＵＳＶになります。このようなＵＳＶの実現に向けて研究を進めていきた

いと考えています。 

○山谷座長 ありがとうございます。それでは、佐藤達夫委員お願いします。 

○佐藤（達）委員 若干、佐藤（丙）委員とダブるところありますが、このＵＳＶは我有人艦

から相当離れたところで運用されるのではないかと思うのですが、そうすると、自艦防衛が

ほとんどないＵＳＶだと思いますので、衛星と通信をするときに電波を出すわけですね。電

波を出せばすぐその位置が敵には分かってしまうというのが、現在の電波環境、敵の電波能

力だと思います。そうすると、このＵＳＶの脆弱性、敵からの攻撃に対してどのように評価

されておられるのか。私は、若干脆弱ではないかと思います。防護機能がなくて我有人艦か

ら離れて運用しますので、脆弱性があるのではないかと思います。その辺の御評価はどうな

のか。 

２つ目は、この運用構想図を見ると、このＵＳＶから魚雷を敵の潜水艦に発射しているよう

にも思えるのですが、これは実際にそういう機能を付加されるのか。もしそうであれば、こ

の我ＵＳＶに相当高性能のソーナーを積まないと敵の潜水艦は発見できないと思うのですが、

この研究開発にはそのソーナーも含めてやられる御計画なのか、それともソーナー自体は別

の開発計画になっているのか。脆弱性と攻撃の面について教えていただきたいと思います。 

○萩原技術計画官 御質問に対して回答いたします。まず、脆弱性につきましては、本ＵＳＶ

には隊員が乗らないということもありますので、どこまで防護能力を付加したほうがいいの

か、それはコストとの関係もあると思いますので、この研究を進めながら運用者の方々と、
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どのように運用していくのか、どこまで防御能力を持たせたほうがいいのか、コストも含め、

考えながら進めていくことになるだろうと思います。従いまして、この研究が終了した時点

で、装備品として完成度の高いＵＳＶが実現できるかというと、まだその前段階になるかも

しれません。 

２点目の魚雷発射機能を付加するということについてですが、このＵＳＶはミッションモジ

ュールというものを搭載することを想定していまして、そのミッションモジュールに魚雷を

発射する機能を付加するということは想定しています。御指摘のとおり、魚雷を運用するた

めにはソーナーが必要になりますが、それは本事業とは別の事業において実現に向けた研究

を進めていこうと考えているところです。 

○佐藤（達）委員 分かりました。そうすると、そのソーナーの部分は、このＵＳＶの開発状

況を見て、別に研究予算を申請されるという理解でよろしいでしょうか。 

○萩原技術計画官 はい、そのように考えています。 

○佐藤（達）委員 分かりました。 

○山谷座長  

よろしければ、次に進ませていただきます。 

それでは、次の説明お願いします。 

○東山評価班長代理 続いて、資料１の６２ページを御覧ください。 

「電子作戦機の開発」について、防衛装備庁プロジェクト管理部事業管理官航空機担当から

説明をお願いします。 

○射場事業管理官（航空機担当） 事業監理官の航空機担当の射場です。よろしくお願いしま

す。「電子作戦機の開発」について説明します。 

まず、事業の内容ですが、令和１０年代の中頃から現行のＥＰ－３、ＯＰ－３Ｃという海上

自衛隊の情報収集機が退役していきますので、それを代替するものとして開発することを想

定しています。 

総事業経費としては約１，１２６億円を想定しています。実施期間については、令和６年度

から令和１３年度までの７年間、開発試作を実施します。令和１３年度から令和１５年度ま

での約２年間で技術試験、実用試験を実施し、開発した試作機の性能を確認します。 

総合評価についてですが、本開発事業を実施することにより、複雑化する電子環境下におい

て優れた情報収集処理技術、加えて小型軽量化技術の確立を実現したいと思っています。ま

た、その成果が得られた場合には、レーダーの見通し線を超えた遠距離から敵艦艇の展開状
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況等を各級の指揮官が迅速かつ的確に把握できるようになりますので、我の艦艇支援機能が

強化され、海上作戦能力の優越、ひいては意思決定の優越の確保に資することができると期

待しています。 

その結果、情報収集処理に係る技術力の強化が可能と考えていますので、自衛隊の人数に合

致した高度な防衛装備品を創成するため極めて重要な成果であると考えていまして、最終的

な政策目標である我が国の防衛体制の強化につながるものであると考えています。 

○山谷座長 それでは、御質問のある方はお願いします。 

松尾委員、お願いします。 

○松尾委員 御説明ありがとうございました。ほかのものですと、総事業費に対して今回要求

されている令和６年度の概算要求額が大体ほぼ一緒かと思いますが、本事業は１４０億円と

かなり少ないようですが、これは何か理由はあるでしょうか。 

○射場事業管理官（航空機担当） 航空機とか、一般的に大きな開発事業については、最初、

設計のほうから予算を積みまして、徐々に試作、物を作る部分に移っていきます。まずは設

計関係の費用を中心に載せていますので、総額に比べて比較的少額になっているという形で

す。飛行機に関しては一般的なやり方かと思っています。 

○松尾委員 Ｐ－１哨戒機を使うということですけれども、かなり金額が大きいと思いますが、

既存のＰ－１の費用も入っていることから大型になっているのか、それとも開発自体の部分

が大型になっているのか、その辺の割合は幾らぐらいのものでしょうか。 

○射場事業管理官（航空機担当） これは全て開発に係る費用です。Ｐ－１に関しては別途調

達してやる予定になっていますので、純粋に開発、試作する費用と試験する費用を合わせて

この金額になっています。 

○松尾委員 なるほど。そういった意味では、ほかの事業と比べて３倍、４倍、かなりの大型

かと思います。期間が長いこともありますので。 

その中で、ＡＩ技術を用いるということがあるのですが、懸念としては、かなり開発期間が

長いので、そういったＡＩに対してもその期間に応じてどんどん技術的な発展が見込まれる

かと思いますが、それについては柔軟に対応して、最終的な開発試作が令和１３年、１２年

度ぐらいかと思いますが、そこのところで取り組まれる御努力はなさる予定ということでよ

ろしいでしょうか。 

○射場事業管理官（航空機担当） 仰るとおりです。基本的に飛行機の開発は期間が長いので、

ソフトウエアについては常に新しいものにアップデードできるようなオープンシステムアー
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キテクチャー、色々レベルはありますが、少なくともソフトウエアのアップデートは、でき

るだけ安価で高頻度にできるような設計にしていく予定です。 

○松尾委員 非常に高額ということもありますので、出来たときに陳腐化するようなことがな

いようにということで、一点懸念としてありましたので、言わせていただきました。以上で

す。 

○山谷座長 それでは、佐藤達夫委員お願いします。 

○佐藤（達）委員 この電子作戦機というのは非常に私は重要だと思いますので、ぜひすばら

しいものを作っていただきたいと思います。 

この作戦機自体も重要ですけれども、その集めた情報をいかに有効に実際の作戦の中で使って

いくかということが、私は非常に重要になってくると思います。いわゆる実際の作戦の中で

は、恐らく将来は大変厳しい電子戦環境の中で色々な作戦が行われると思います。この収集、

分析した情報をいかにそういう錯綜する電子戦環境の中で有効に使っていくかについては、

やはり事前に色々なシミュレーションを行わないと、なかなかその場で、電子戦環境の中で

有効な作戦ができないと思います。 

私の事前の質問に対して、地上装置を使ってやるので十分ですというような回答を頂いたの

ですが、大がかりな電子戦シミュレーターというものは要らないのでしょうか。私は、そう

いう大がかりな実環境をシミュレートする電子戦シミュレーターというのが要るのではない

かと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○射場事業管理官（航空機担当） 御質問ありがとうございます。今回の電子戦収集機の開発

を決定するに当たり、海上自衛隊あるいは情報本部とともに、どういう情報収集機が必要か

ということはブレーンストーミングという形で議論をしています。 

他方、電子戦全般についてのシミュレーターというのは、アメリカも含め、今、試行錯誤を

しているところでして、必ずしも電子戦全般、妨害も含めて全般を適切に望む形で評価でき

るシミュレーターというのは現時点ではありません。 

他方、我々の今回の開発は収集に特化しているものですから、どういう情報収集をすればい

いか、どういう海域で収集すればいいかということは十分にブレーンストーミングができた

ので開発するべきだという結論に至っているのですが、先生に仰って頂いたような電子戦全

般のシミュレーション能力については、今後の課題として認識して、省全体として取り組ん

でいきたいと思っています。 

○佐藤（達）委員 分かりました。 
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○山谷座長 ほかの委員の方、御質問ありますか。 

佐藤丙午委員、お願いします。 

○佐藤（丙）委員 この計画非常に必要だと思うのですが、これをＰ－１に搭載するというの

は、事業の完成年度から考えると、Ｐ－１自体が陳腐化していく時期にありませんか。これ

だけ意欲的なことをされるのであれば、Ｐ－１の後継機の開発も同時並行で進めたほうがい

いような気がするのですが、そこら辺は検討されなかったのでしょうか。 

○射場事業管理官（航空機担当） 最近の航空機の傾向として、機体構造物そのものは結構長

くもつということがありまして、あとは、どういう頻度で適切に中のアビオニクス等を更新

していくかということだと思っています。今回の事業に関しては、Ｐ－１の構造上も問題は

なく、航続距離や速度、飛行性能についても十二分だと考えていますので、この中身、その

収集の機材をしっかり最新のものを作っていくことが何よりも大事かと考えています。 

○佐藤（丙）委員 このＰ－１というのは今の潜水艦システムというのを前提にしていますけ

れども、恐らく１０年後、２０年後は、小型の無人の潜水艇、ＵＵＶみたいなものがたくさ

ん拡散される状況が生まれると思うのですね。 

その中で、今のＰ－１、日本が持っている機体数と能力をフルに活用してもうまく十分に活

用できないということになると、無人の対潜哨戒の機能を持つような何かを日本として検討

していく必要が出てくるように思います。そうなったときには、そのＰ－１自体に載せる電

子機器を考えるというよりは、もう少し色々な機能に分割して、将来的に無人の対潜哨戒機

が出てくる可能性があったときにも、それに対応できるような技術開発を同時にしておいた

ほうがよくて、そうなると、有人ではない形での機体の開発も同時に進めたほうがいいので

はないかというのが趣旨です。 

○射場事業管理官（航空機担当） 確かに現状では非常に高価で能力が高くて重い機材を作り、

重いのでＰ－１みたいな大きな飛行機に載せてという発想でやっています。恐らく２０４０

年代、５０年代と進んでいくにつれて、情報収集もできるだけ小型の無人機をたくさん飛ば

してやりましょうという方向に来る可能性は当然あると思いますので、そういう時代になっ

たときにどういうふうに情報収集するか、小型の情報収集機材を開発できるかというところ

も並行して考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

○山谷座長 それでは、今の説明については以上とさせていただきます。 

続いて、次の御説明お願いします。 

○東山評価班長代理 続いて、その他の事業１６件について、防衛装備庁監察監査・評価官付
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から御説明をお願いします。 

○安齊監察監査・評価官付 防衛装備庁の監察監査・評価官付の安齊です。私から、事前の事

業評価の対象となる新規の研究開発事業のうち、先ほど各事業の担当課から個別に説明いた

だいた２件を除く、残り１６件の事業の概要を資料１に沿って御説明します。それでは、資

料１の７ページを御覧ください。 

「護衛艦用新戦闘指揮システムの研究」について御説明します。 

本研究は、戦闘様相の変化に応じた関連情報を抽出・整理し、的確かつ迅速な情勢判断に資

する戦術情報の提供、最適処置の進言による意思決定サイクルの高速化等を図るとともに、

将来装備化が期待される新規装備品の導入等に簡易かつ柔軟に対応するため、護衛艦用新戦

闘指揮システムに関する技術を研究するもので、海上自衛隊からの要求に基づくものです。 

研究試作総経費は約１３０億円を見込んでおり、令和６年度から１０年度まで研究試作を実

施するとともに、令和１０年度から１２年度まで所内試験を実施して、その成果を検証する

予定でございます。 

 続いて、１９ページを御覧ください。 

「将来ＥＭＰ装備適用技術の研究」について御説明します。 

本研究は、精密誘導武器等による直接的な破壊によらず、敵のセンサー等の機能を一時的ま

たは恒久的に無力化する手段として、強力なＥＭＰを発生させるＥＭＰ装備適用技術に関す

る研究を行い、ＥＭＰ弾及びＥＭＰ装置への適用技術を確立するもので、防衛装備庁からの

要求に基づくものです。 

研究試作総経費は約９８億円を見込んでおり、令和６年度から９年度まで研究試作を実施す

るとともに、令和７年度から１０年度まで所内試験を実施して、その成果を検証する予定で

す。 

続いて、２５ページを御覧ください。 

「統合対空信管の研究」について御説明します。 

本研究は、１５５ｍｍりゅう弾砲等から射撃する対空火力として、島嶼部等における中型以

下のＵＡＶ群等に有効に対応する対空信管を研究するもので、防衛装備庁からの要求に基づ

くものです。 

研究試作総経費は約７２億円を見込んでおり、令和６年度から１３年度まで研究試作を実施

するとともに、令和９年度及び１３年度に所内試験を実施して、その成果を検証する予定で

す。 
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続いて、３２ページを御覧ください。 

「装甲車両の近代化に関する研究」について御説明します。 

本研究は、既存の装甲車両の改善・更新のためのコンセプト設計を行うとともに、改善・更

新へ向けた車両としての基盤を確保するため、動力・電力システム及び車体構造について研

究するもので、防衛装備庁からの要求に基づくものです。 

研究試作総経費は約６０億円を見込んでおり、令和６年度から８年度まで研究試作を実施す

る予定です。 

続いて、３８ページを御覧ください。 

「短波帯表面波レーダ（固定式）の研究」について御説明します。 

本研究は、狭隘な地積における空中線配置でも信号処理により距離覆域等を確保し、かつレ

ーダ処理時間を局限しつつ、既存レーダーとも協調ある操用性を確保する短波帯表面波レー

ダーシステムを実現する研究を行うもので、防衛装備庁からの要求に基づくものです。 

研究試作総経費は約５７億円を見込んでおり、令和６年度から９年度まで研究試作を実施す

るとともに、令和６年度から１０年度まで所内試験を実施して、その成果を検証する予定で

す。 

続いて、４４ページを御覧ください。 

「スマート電波デコイ技術の研究」について御説明します。 

本研究は、相手のレーダー等の電波器材に電波妨害及び誤情報を付与し、相手の電磁波利用

を妨害するスタンド・イン・ジャマーの実現に必要となる技術の研究を行うもので、防衛装

備庁からの要求に基づくものです。 

研究試作総経費は約５０億円を見込んでおり、令和６年度から９年度まで研究試作を実施す

るとともに、令和９年度から１０年度まで所内試験を実施して、その成果を検証する予定で

す。 

続いて、５０ページを御覧ください。 

「低電力通信妨害技術の研究」について御説明します。 

本研究は、情報優越を確保するため、デジタル無線機に対して低電力で通信を妨害する技術

を研究するもので、防衛装備庁からの要求に基づくものです。 

研究試作総経費は約３４億円を見込んでおり、令和６年度から９年度まで研究試作を実施す

るとともに、令和９年度から１０年度まで所内試験を実施して、その成果を検証する予定で

す。 
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続いて、５６ページを御覧ください。 

「無人化砲塔技術の研究」について御説明します。 

本研究は、敵陸上無人機群に対応するため、陸上無人機における戦闘を実現するための弾薬

の装塡及び目標に応じた弾薬への諸元伝送を可能とする無人化砲塔技術について研究するも

ので、防衛装備庁からの要求に基づくものです。 

研究試作総経費は約３３億円を見込んでおり、令和６年度から９年度まで研究試作を実施す

るとともに、令和７年度から９年度まで所内試験を実施して、その成果を検証する予定です。 

続いて、７０ページを御覧ください。 

「新艦対空誘導弾（能力向上型）」について御説明します。 

本開発は、マッハ５を超える極超音速で高速高機動する極超音速滑空兵器等の脅威に対し、

自艦及び近傍の味方の艦艇の防護能力獲得のため、当該脅威に対処可能な機動性、目標に指

向可能なシーカー等を有した誘導弾を開発するもので、海上自衛隊からの要求に基づくもの

です。 

研究開発試作総経費は約５８４億円を見込んでおり、令和６年度から１２年度まで試作を実

施するとともに、令和１０年度から１３年度まで試験を実施して、その成果を検証する予定

です。 

続いて、７６ページを御覧ください。 

「高速高機動目標対応レーダの開発」について御説明します。 

本開発は、高高度を高速飛行するステルス性の高い誘導弾等の脅威に対する探知・追尾能力

を確保すべく、今後開発予定の新艦対空誘導弾（能力向上型）を効果的に管制可能な高性能

多機能レーダーを開発するもので、海上自衛隊からの要求に基づくものです。 

開発試作総経費は約４６３億円を見込んでおり、令和６年度から１０年度まで開発試作を実

施するとともに、令和１１年度から１２年度まで技術試験等を実施して、その成果を評価す

る予定です。 

続いて、８３ページを御覧ください。 

「新地対艦・地対地精密誘導弾」について御説明します。 

本開発は、ほかの誘導弾等と併用して相手に複雑な対処を強要しつつ、島嶼部及び周辺海域

に対する対艦及び対地攻撃可能な長射程を有する新地対艦・地対地精密誘導弾を開発するも

ので、陸上自衛隊からの要求に基づくものです。 

試作総経費は約４０８億円を見込んでおり、令和６年度から１１年度まで試作を実施すると
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ともに、令和９年度から１２年度まで各種試験を実施して、その性能を確認する予定です。 

続いて、９０ページを御覧ください。 

「次期中距離空対空誘導弾」について御説明します。 

本開発は、経空脅威に有効に対処するため、次期戦闘機に搭載する次期中距離空対空誘導弾

を開発するもので、航空自衛隊からの要求に基づくものです。 

試作総経費は約３０１億円を見込んでおり、令和６年度から１１年度まで試作を実施すると

ともに、令和９年度から１２年度まで各種試験を実施して、その性能を確認する予定です。 

続いて、９６ページを御覧ください。 

「無人水陸両用車」について御説明します。 

本開発は、水陸両用部隊等に装備し、島嶼部への敵の上陸に際して、礁池・礁嶺を通過して

島嶼部のあらゆる正面から上陸し、海岸堡の設定等を実施するとともに、港湾等のインフラ

使用の制約を受ける状況下における補給品等の迅速な輸送の実施が可能な装備品を開発する

もので、陸上自衛隊からの要求に基づくものです。 

総事業費は約２１８億円を見込んでおり、令和６年度から８年度まで開発試作を実施すると

ともに、令和８年度から９年度まで技術試験等を実施して、令和１０年度の装備化につなげ

る予定です。 

続いて、１０２ページを御覧ください。 

「１２式魚雷（魚雷防御機能等付与型）の開発」について御説明します。 

本開発は、高性能化した彼長魚雷や航跡を追尾する機能を有する彼長魚雷から自艦を防御す

るため、彼長魚雷を水上艦ソーナーで探知する能力を向上させるとともに、彼長魚雷を物理

的に無力化するハードキル機能を現有の対潜水艦用魚雷である１２式魚雷に付与する開発を

行うもので、海上自衛隊からの要求に基づくものです。 

試作総経費は約１２３億円を見込んでおり、令和６年度から９年度まで試作を実施するとと

もに、令和７年度から１１年度まで技術試験等を実施して、その成果を検証する予定です。 

最後に、１０８ページを御覧ください。 

「ＧＰＩの共同開発」について御説明します。 

本開発は、我が国の重要防護施設及び水上艦艇部隊に指向される高速高機動かつ非放物線軌

道の極超音速兵器に対し、滑空段階における迎撃能力を獲得するための誘導弾を開発するも

ので、海上自衛隊からの要求に基づくものです。 

総事業費は、日米協議を踏まえ、今後決定していく予定ですが、令和６年度から試作を実施
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するとともに、技術試験を実施してその成果を検証する予定です。 

以上で、事前の事業評価の対象となる新規の研究開発事業に関する御説明を終わります。 

○山谷座長 ありがとうございました。それでは、今の御説明に対してコメントあるいは御質

問ありますか。 

御質問がないようですので、今の御説明に対しては了解したということにします。 

それでは、次の御説明に進みます。 

次の説明お願いします。 

○東山評価班長代理 続いて、租税特別措置等に係る継続要望の３件について、同じく防衛装

備庁監察監査・評価官付から説明をお願いします。 

○安齊監察監査・評価官付 事前評価の対象となる租税特別措置等に係る継続要望３件の概要

を資料２に沿って御説明します。 

それでは、１ページを御覧ください。 

「自衛隊の船舶、通信機械等の動力源の用途に供する軽油に係る課税免除、特例措置の恒久

化」について御説明します。 

本件は、自衛隊が使用する船舶及び通信機械等の動力源に供する軽油については、軽油引取

税の免税措置が認められているところ、当該特例措置の適用期限が令和６年３月３１日まで

であることから、恒久的な措置とすることを要望するもので、防衛装備庁からの要望です。 

続いて、１０ページを御覧ください。 

「重要影響事態法等に基づく免税軽油の提供時における課税免除の特例措置の恒久化」につ

いて御説明します。 

本件は、重要影響事態法等に基づく後方支援活動等において、外国の軍隊等に免税軽油の提

供を行う軽油引取免税の「みなす課税」等を免除する特例措置が認められているところ、当

該特例措置の適用期限が令和６年３月３１日までであることから、恒久的な措置とすること

を要望するもので、防衛装備庁からの要望です。 

最後に、１９ページを御覧ください。 

「ＡＣＳＡに基づく免税軽油提供時における課税免除の特例措置の恒久化」について御説明

します。 

本件は、豪州等とのＡＣＳＡに基づく共同訓練等において、外国の軍隊等に免税軽油の提供

を行った場合、軽油引取税の「みなす課税」等を免除する特例措置が認められているところ、

当該特例措置の適用期限が令和６年３月３１日までであることから、恒久的な措置とするこ
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とを要望するもので、防衛装備庁からの要望です。 

以上で、事前の事業評価の対象となる租税特別措置等に係る継続要望に関する御説明を終わ

ります。 

○山谷座長 ありがとうございます。継続要望についての御説明でした。この御説明に対して

コメントあるいは御質問ありますか。 

それでは、次の御説明に行きたいと思います。よろしくお願いします。 

○東山評価班長代理 続いて、議題２の「目標管理型の政策評価（モニタリング）について」、

資料３を御覧ください。 

こちらについては、令和４年度における各施策の目標に応じた活動実績を更新したものとな

っています。そのため、細部の説明は割愛させていただきます。 

○山谷座長 御質問ありますか。 

どなたも手を挙げていらっしゃらないので、了解したということでお願いします。 

それでは、次、議題３、お願いします。 

○東山評価班長代理 それでは、議題３「その他」として、平成２５年に事前の政策評価を、

平成３０年度に事後の政策評価を行った装輪装甲車における事後評価実施後の状況について、

フォローアップとして防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官宇宙・地上装備担当から御

説明をお願いします。 

○矢田事業監理官（宇宙・地上装備担当） 事業監理官宇宙・地上装備担当をこの７月から拝

命しています矢田です。議題３の装輪装甲車の事後評価実施後の状況についてのフォローア

ップということでお時間を頂戴しています。本件については、担当のプロジェクトマネジャ

ーである栗田から資料を用いて御説明します。 

○栗田事業計画調整官 それでは、資料を用いて説明します。 

まず、装輪装甲車（改）の開発中止の経緯について御報告します。 

９６式装輪装甲車の後継として、国際平和協力活動、島嶼侵攻等の各種脅威に対応するため、

防護力の向上を図ることを目的として、装輪装甲車（改）の開発事業を平成２６年度から開

始したところです。 

平成２９年１月に試作品を納入して技術試験を開始したものの、試作品に不具合、耐弾性能

のばらつきの多い防弾板の使用や板厚の不足等が判明しました。その後、当該不具合の改善

に必要な対応を行うため、開発完了年度を最短で３年間延長する計画に当初は変更したとこ

ろです。以降、試作品の受注企業である小松製作所において新たな防弾材による耐弾試験も
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試みたところですが、現状のまま開発事業を計画しても対弾性、重量、量産コストに関する

目標を満たして開発を完了することができない、見込みが立たないといったところから、装

備取得委員会の審議を経て開発を中止したという経緯です。 

下の表のうち、上は、３年間延長するプランを考えたところですが、不具合の改修を行った

その後新たな耐弾試験において、再び不具合が発生したため中止という結論に至ったところ

です。 

次のページをおめくりください。 

その次については、次期装輪装甲車車種選定です。概要としては、国内外の複数車両、１両

については三菱重工製の国産の試作車両と、陸上自衛隊が用意した海外車種の試験用車両で

す。こちらを用いて試験をしました。結論としては、パトリア製のＡＭＶが最高点を獲得し

て、次期装輪装甲車の人員輸送型として選定したところです。 

また、この際の取得方法に関しては、日本企業の受注によるライセンス国産を追求するとい

うところが最終的に決まったところです。 

中段ですが、試験用の車両としては、大きく２車種、三菱重工製の機動装甲車、パトリア製

のＡＭＶといったところになります。線表としては、装輪装甲車（改）の中止を決定した平

成３０年度以降、令和元年から試験用車種を選定して、試験用車両を取得し、試験評価をし、

令和４年の１２月に車種を選定したところになります。 

次のページをおめくりください。 

車種の選定結果についてまとめたものになります。まず、必須事項と提案事項という大きく

２段階の評価をしています。必須事項としては、最低限のこれらの基本性能、後方、納期で

あり、各種要素に対する必須の性能といったところでは、どちらも満足していたところにな

ります。そして、そこからそれぞれの車両の提案して、どの性能が優れているかといった観

点で見た際に、ＡＭＶが総合的に優れていたという結論となっています。また、この際、契

約形態としてはライセンス国産を追求するという結論に至っています。説明については以上

です。 

○山谷座長 ありがとうございました。ただいまの御説明について御質問あるいはコメントあ

りますか。 

佐藤丙午委員、お願いします。 

○佐藤（丙）委員 １件質問と、１件コメントですが、このライセンス国産において、どこの

企業が受注するということは決まっているのでしょうか。これは三菱と最後はコンペティシ
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ョンなったみたいですが、三菱がライセンス国産するのか。また、それ以外の社を小松を含

めて考えているのかということが一つあると思います。 

もう一つは、この装輪装甲車の問題については、この審議会でも何回も質問したことがあり

ますが、これはやはり小松の責任はすごく重たいと思うのです。にもかかわらず、世間では、

防衛省が防衛装備に関する研究開発費を出し渋っているからこそ小松が撤退せざるを得なく

なったのだといった世論が出回っています。これに対して、色々と事情を聴く限りにおいて

はものすごく個人的に憤りを感じることもあります、正直言って。 

ただ、防衛省として、その小松に対して公式に非難することはできないでしょうけれども、

何らかの形で事情をきちっと説明することは国民に対して必要なのではないか。また、将来

の防衛装備開発において飛び込んでくることのリスクというものをちゃんと企業にも認識し

てもらうことが重要ではないかと考えるのですが、そこら辺何らかの対処を考えられないの

かということについての要望、質問ということになります。 

○栗田事業計画調整官 まず、日本のライセンス企業といったところの御質問について、ライ

センス元であるパトリア社と、現在国内の企業間で所要の調整が行われていると思われます。

現段階でどこというところまでは、お答えすることは差し控えさせていただきます。 

また、２つ目の質問のところですが、今回、御指摘の入札のところでは、当初、装輪装甲車

（改）については一般競争入札という形で実施して、小松製作所の会社の方針に基づいて、

極めて低価格といいますか、そういう形で入札されたところは承知しています。防衛省とし

ては、この入札の結果を踏まえて、関係法に則って適正な事務を実施した上で、この価格で

契約内容をしっかり履行できるかといった調査を行った結果、履行体制と財務状況、技術の

有無と色々なところを確認した上で、小松製作所を落札者として契約に至った次第です。し

かしながら、結果的に、先ほどありましたような全ての性能というのは要求を満たすことが

できなかったといったところがあって、開発を中止したという実態になっています。 

今後、特にこの装輪装甲車についてこれから製造をしていくわけですが、今後の契約の企業

選定等に当たっても、上記のようなことを繰り返すことのないように、例えば今回のもので

言いますと、履行に可能な要求や仕様になっているか、またその会社の体制というのもよく

よく調査し、しっかりと入札に向けた準備を進めていきたいと考えているところです。以上

です。 

○山谷座長 私から、一つ追加で関連質問ですが、これ一言で言うと、小松に能力がなかった

ということで理解してよろしいですか。 
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○栗田事業計画調整官 小松製作所は、過去、装輪装甲車やＮＢＣ偵察車を製造しており技術

的に実績があったと考えていましたが、最終的には、今回要求するほどの技術は十分満たし

ていなかったというところは実態としてはあるのかと思います。 

○山谷座長 ありがとうございました。それでは、続きまして佐藤達夫委員お願いします。 

○佐藤（達）委員 本件、何回か議論をして、私も色々発言しましたので、もう一回お話をし

たいのですが、そもそもこの開発というのは、諸外国に日本の要求性能を満たすものがない、

それから国産したほうが安くできるということで、競争入札で小松が選定されて、開発が行

われて、結局失敗をしたと、こういうことだと思います。 

ただ、私が思いますに、当初４８億円の開発予算で２０億円の入札で始まった、そもそもこ

の辺に無理があったのではないかという気がします。私が申し上げたいのは、こういう開発

ものに果たして一般競争入札でやるのが本当にいいのかどうかというのは、これから議論を

していく必要があるのではないかと思います。やはり受注をしたいがために、低価格の提案

をせざるを得ないというところもあると思います。公平な立場で契約を行うというところは

重要ですが、こういう重要な案件を開発するときに、果たして一般競争入札が本当にいいの

かどうかというのは、私は今後議論をしていただく必要があるのではないかと思います。 

それから、２つ目は、私、過去の資料を見たのですが、６００両を基準にして幾らの量産単

価にするようにというところを契約書の中に明記して開発が行われたという回答をいただき

ました。今回、パトリア社のものが採用されましたが、当初の目標価格に比べて、今回選定

したときは幾らぐらいの価格になったのでしょうか。私は、多分相当高い金額になったので

はないかと思います。特にライセンスの場合は、通常であると向こうで買う単価の１．３倍

とか１．５倍、ひどいときには２倍になるようなケースもありますので、この辺をどう評価

されておられるのか。 

それから、選定されたときに、先ほどの表ですと、三菱重工さんよりも単価が安くて、なお

かつ後方支援と生産基盤でパトリア社が一番優れていたとなっていますが、この単価の面で、

当初の考え方は国産したほうが安いということで国産に踏み切った、開発に踏み切ったとい

うことですので、今回、そのパトリア社さんが６００両のときに比べて本当にライセンスと

して安かったのかどうか、その辺のことを差し支えない範囲で教えていただきたい。 

それから、先ほどのお答えでは、現在ライセンス交渉が行われているということですが、私

の経験からすると、選定が決まってライセンス交渉をすれば、大体値段は高くなります。こ

の値段が高くなったときに今回の選定をどう評価されるのか。安くなればいいですよ、評価
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よりも。それから、評価と同じ金額であればそれはいいですが、ライセンス交渉の結果、万

が一高くなった場合、この辺はどう評価されるのでしょうか。この辺についてぜひコメント

をお願いします。 

○栗田事業計画調整官 ありがとうございます。まず、１点目の一般競争入札でいいのかどう

かといったところですが、まさに今回、次期装輪装甲車（改）については、先ほども簡単に

説明しましたが、一般競争入札で実施して会社の方針に基づいて低価格で入札したといった

ところがあります。 

次期装輪装甲車の選定の際も、それを踏まえ、価格面だけではなくて、企業提案も含めた上

での総合的な提案の中で評価をしており、そこのところはしっかりと対策を含めた上で選定

を行っております。 

実際、今後それらのものも含めてどうするかというところは、今回の契約部分も含めて十分

検討していく必要はあるかと考えています。 

２点目以降の質問の価格のところ、いわゆるライセンスのところで費用が高くなるのかどう

かといったところがメインになってくるかと考えています。まず、当時の６００両の量産単

価と同じ基準で評価をしたのかとなりますと、取得数量が変更されていますので、そこの条

件自体は変わった形で提案書を受け取っているというのが一つの実態です。 

このライセンス国産をすることによって高くなるのではないかといった話ですが、コストに

ついては、企業選定の提案の段階において、基本的には車両の取得経費についてライセンス

国産による場合と一般競争による場合と提案をいただいています。 

この中で、ライセンス国産による場合についても、いわゆる一般輸入に比べてべらぼうに高

くなるような提案といったものはされていません。そのようなところもしっかり踏まえた上

で、ライセンス国産を追求すると結論付けています。 

防衛省としても、このコストについては御指摘のとおり適切に管理する必要があると考えて

いますので、今般、装輪装甲車については重点管理対象装備品という形にして、プロジェク

トマネジャーの下、ライフサイクルコスト全体を見据えて今後も適切にプロジェクト管理を

実施して、コストが爆増するような話にはならないように対策を講じてまいりたいと考えて

います。以上です。 

○佐藤（達）委員 ありがとうございます。ぜひコストについては、しっかりとした管理をし

ていただきたいと思います。 

○山谷座長 南島委員、お願いします。 
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○南島委員 御説明ありがとうございます。先ほど山谷座長のほうから、技術力か金額なのか

ということを御質問頂いたのですが、今の御説明を踏まえ、その金額が４８億円でもともと

見込まれていたものが２０億円、１９．７億円になりましたということですが、金額が高け

ればできた話なのか、そもそも基礎的な技術力が足りなかったという問題だったのか。誰の

責任なのかというよりも、先にその話を補足いただければと思いますが、いかがでしょう。 

○栗田事業計画調整官 結果的に言うと、要求をしているこの期間内で作ってくださいと、仮

にお金を増やしたらそれが実際にできたのかとの点について、どちらかというと技術力がそ

もそも全ての要求を満たすものを作れるだけのものがなかったという結論にはなるかと考え

ています。 

○南島委員 そうしますと、国産というのが大事なキーポイントなのだろうと思いますが、ど

のように底上げをしていくのか。この話からは離れていくかもしれませんが、そういう論点

も大事なのかなとお話を伺いながら感じたところです。以上です。 

○山谷座長 ありがとうございました。 

それでは、この議題については以上とします。 

本日の議題、全て説明が終わりました。追加の御質問、あるいは先ほどの御説明に対する追

加のコメント等ありましたら、お願いします。 

山田委員、お願いします。 

○山田委員 説明ありがとうございました。私、かねてから、防衛産業の技術基盤、特に国内

のそういった技術基盤の強化ということに非常に関心を持っています。今日も研究開発のテ

ーマがありましたけれども、モニタリングの中で産業基盤の強靱化というのが一つの大きな

防衛省としてのテーマにもなっているということですが、それをもう少し掘り下げた客観的

な分析なり評価というのが重要ではないかと思いました。 

 今日の研究開発のテーマもそうですが、実は共通の課題になっている領域というのは、結

構限られているのかなと思っています。ざっくり言うと、素材やハードウエアの技術ではな

く、遠隔制御だとかレーダーなどの情報通信技術がこれからの防衛にとって大変大事である

と考えています。 

仮にそういった課題の下で、日本の産業が、今、基礎研究なり、知財というものでどういう

状況にあるのか。そういう課題に少し絞った中で、この産業基盤の強靱化の政策評価をもう

少しされても良いと考えます。一般論としては日本の技術競争力がどんどん落ちているとい

うのが定説になっていますし、特にＩＴ（情報通信技術）やソフトウエアは非常に順位を落
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としているような国際的な状況にあります。そういった環境の中で、防衛省が防衛技術とい

うものに関してどういう評価、強靱化の施策を打っていくのか、もう少したターゲットを絞

ってやったら良いと思いました。ぜひモニタリングのほう、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上です。 

○山谷座長 ありがとうございます。本日の議題の説明は全て終わり、またコメントも皆様か

らいただきました。ありがとうございます。 

入札の話でも触れられましたが、そろそろ人がいなくなる、少なくなる、この前提で、入札、

あるいはプロジェクトを進める、また装備品を購入するにしても、民間企業を含めて人がい

なくなるということを前提に色々なシステムを修正する必要があると思いながら今日のお話

を伺いました。 

それでは、本日の審議をこれで終了します。 

今回の会議での発言内容については、これまでどおり事務局が発言者のお名前を明記した形

で議事録を作成し、委員の皆様の御了解を得て防衛省のホームページにおいて公表すること

としたいと存じますが、御了解いただけますか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○山谷座長 ありがとうございます。それでは、事務局から、お願いします。 

○山口企画評価課長 審議を終えるに当たり、中西審議官から一言御挨拶をいただきます。 

○中西サイバーセキュリティ・情報化審議官 本日、御多用のところ会議に御出席いただき、

また貴重な意見をいただき、ありがとうございました。私自身も、非常に全体にわたり大変

参考になりました。 

皆様からいただきました御意見については、評価書に反映しますとともに、防衛省における

施策、それぞれの部署において反映したいと考えています。防衛省におきます政策評価を充

実させ、各種の施策の推進に努めていきますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いし

ます。本日はありがとうございました。 

○山口企画評価課長 御意見を記載した評価書については、事務局で取りまとめた上で、後日

委員の皆様に御照会したいと思います。 

また、評価書の修正など今後発生した場合には、座長と御相談をした上で、委員の皆様方に

御連絡したいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いします。 
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○山谷座長 それでは、これで防衛省の政策評価に関する有識者会議を終了します。どうもあ

りがとうございました。 

 

午前１１時４７分 閉会 

 

※ 本会議後、防衛省における予算編成過程において、研究開発事業の１件が要求見送りと

なるとともに、研究開発事業の一部の事業において事業名や事業概要が変更となったこと

から、当該内容については、委員のご了解いただいた上で議事録から削除等を行っている。 

  そのため、事業概要等について、本会議の議事録の内容と政策評価書において整合しな

い点がある。 


